
大阪市社会福祉審議会条例 

平成12年4月1日条例第19号 

 

大阪市社会福祉審議会条例を公布する。 

 

 (設置) 

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第2項第7条第1

項に規定する地方社会福祉審議会として、本市に大阪市社会福祉審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2条 審議会は、法第7条第 2項第 7条第 1項に規定する事項を調査審議するほか、法

第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。 

(組織) 

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。 

(委員の任期) 

第4条第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(委員長の職務代理) 

第 5条第 4条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務

を代理する。 

(会議) 

第6条第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議

会の会議を招集しなければならない。 

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

5 法第8条第2項第9条第1項の臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決

を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。 

(施行の細目) 

第7条第6条 この条例の施行について関し必要な事項は、市長が市規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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(大阪市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止) 

2 大阪市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和 62年大阪市条例第 4

号)は、廃止する。 

(経過措置) 

3 この条例の施行の際現に設置されている大阪市社会福祉審議会は、第1条に規定する大

阪市社会福祉審議会とみなす。 

 

附 則(平成12年9月28日条例第84号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成25年9月30日条例第117号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



大阪市社会福祉審議会条例施行規則 

平成25年9月30日規則第175号 

 

大阪市社会福祉審議会条例施行規則を公布する。 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、大阪市社会福祉審議会条例(平成 12年大阪市条例第 19号)の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

(専門分科会) 

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第12条第2項の規定に

より読み替えられた法第11条第 1項の規定により置かれる専門分科会のほか、同条第2

項の規定に基づき、大阪市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に、次の各号に掲

げる専門分科会を置き、当該各号に定める事項を分掌させる。 

(1) 高齢者福祉専門分科会 高齢者福祉に関する事項 

(2) 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項 

(3) 社会福祉施設・法人選考専門分科会 社会福祉施設の設置等及び社会福祉法人の設

立等に係る審査に関する事項 

2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)は、委員長が指名する委員及び法第9条

第1項の臨時委員(以下「臨時委員」という。)で組織する。 

3 専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委

員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によりこれを定める。 

(専門分科会の会議) 

第3条 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集する。 

2 専門分科会は、当該専門分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

3 専門分科会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長

の決するところによる。 

4 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定

の適用については、委員とみなす。 

(審査部会) 

第4条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定により置かれる審

査部会に審査部会長を置き、当該審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれ

を定める。 

2 審査部会の会議は、審査部会長が招集する。 

3 審査部会は、当該審査部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 
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4 審査部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、審

査部会長の決するところによる。 

(専門分科会の部会) 

第5条 審議会は、必要に応じて専門分科会に部会を置くことができる。 

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会の部会にあって

は、委員)で組織する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会の

部会にあっては、委員)の互選によりこれを定める。 

4 部会の会議は、部会長が招集する。 

5 部会は、当該部会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会の部会にあって

は、委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

6 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会の部会にあっては、

委員)の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 

(関係者の出席) 

第 6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

(庶務) 

第 7条 審議会の庶務は、福祉局において処理する。ただし、児童福祉専門分科会の庶務

は、こども青少年局において処理する。 

(委任) 

第 8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



大阪市社会福祉審議会運営要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市社会福祉審議会条例施行規則（平成25 年大阪市規則第175 号。

以下「市規則」という。）第８条の規定に基づき、大阪市社会福祉審議会（以下「審議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（専門分科会） 

第２条 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

２ 審議会は、専門分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

（審査部会） 

第３条 社会福祉法施行令（昭和33 年政令第185 号。以下「政令」という。）第３条第１

項の規定により審議会に置く審査部会の名称及び所掌事項は、別表第１のとおりとする。 

２ 審査部会は、政令に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項について意見を聴く。 

(1)  身体障害者福祉法（昭和24 年法律第283 号）第15 条第２項に規定する医師の指定

にあたっての意見 

(2)  身体障害者福祉法施行令（昭和25 年政令第78 号）第３条第３項に規定する医師の

指定の取消しにあたっての意見 

(3)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号）第59 条第１項に規定する指定自立支援医療機関の指定及び同法第68 条に規

定する指定自立支援医療機関の指定の取消し 

（専門分科会の部会） 

第４条 審議会は、市規則第５条第１項の規定により、児童福祉専門分科会に別表第２に

掲げる部会を、高齢者福祉専門分科会に別表第３に掲げる部会を、地域福祉専門分科会

に別表第４に掲げる部会を置くものとする。 

２ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

３ 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

（細目） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成25 年９月30 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26 年11 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27 年５月21 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成29年１月４日から施行する。 
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別表第１（第３条第１項（身体障害者福祉専門分科会）関係） 

名 称 所掌事項 

第１審査部会 肢体不自由に関する事項 

第２審査部会 視覚障がいに関する事項 

第３審査部会 
聴覚機能・音声言語機能・平衡機能・そしゃく機能障がいに関する事

項 

第４審査部会 内部障がい（心臓）に関する事項 

第５審査部会 内部障がい（じん臓）に関する事項 

第６審査部会 内部障がい（呼吸器）に関する事項 

第７審査部会 内部障がい（ぼうこう・直腸）に関する事項 

第８審査部会 内部障がい（小腸）に関する事項 

第９審査部会 内部障がい（免疫）に関する事項 

第10審査部会 内部障がい（肝臓）に関する事項 

 
  



別表第２（第４条第１項（児童福祉専門分科会）関係） 

名 称 所掌事項 

里親審査部会 
児童福祉法施行令第29条に基づく里親の認定に関する

事項 

こども相談センター審査部会 
児童福祉法第27条第６項に基づく施設入所等の措置の

決定及び解除等に関する事項 

児童虐待事例検証部会 
児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待を受

けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例

の分析・検証等に関する事項 

保育事業認可部会 

児童福祉法第 34条の 15第４項に基づく地域型保育事

業の認可前の意見聴取に関する事項 

児童福祉法第35条第６項に基づく保育所の設置認可前

の意見聴取に関する事項 

 

保育事業認可前審査第１部会 

保育事業認可前審査第２部会 

保育事業認可前審査第３部会 

保育事業認可前審査第４部会 

保育事業認可前審査第５部会 

保育事業認可前審査第６部会 

保育事業認可前審査第７部会 

保育事業認可前審査第８部会 

 
別表第３（第４条第１項（高齢者福祉専門分科会）関係） 

名 称 所掌事項 

保健福祉部会 
大阪市高齢者保健福祉計画に関する事項及びその他高

齢者施策（介護保険事業に係るものを除く。）の推進に

関する事項 

介護保険部会 
大阪市介護保険事業計画に関する事項及び介護保険事

業の円滑な実施に関する事項 
 
別表第４（第４条第１項（地域福祉専門分科会）関係） 

名 称 所掌事項 

地域福祉基本計画策定・推進部会 大阪市地域福祉基本計画等に関する事項 

 



（五十音順）

氏　名 役　職

淺野　幸子 公益社団法人 大阪介護福祉士会 会長

笠原　幸子
四天王寺大学 人文社会学部 教授
　　　　　　　　　 キャリアセンター副センター長

酒巻　靖子
今福保育園 保育士
（地域子育て支援拠点事業）

種継　敦
玉出地域包括支援センター 管理者
（地域包括支援センター）

田村　満子 公益社団法人 大阪社会福祉士会 相談役

鳥屋　利治
都島区障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ 管理者
（障がい者相談支援センター）

野村　恭代 大阪市立大学大学院 生活科学研究科 准教授

藤井　博志 関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科教授

部会長 牧里　毎治 関西学院大学 名誉教授

山田　宜範
生活自立相談「ぷらっとほーむ西」 主任相談支援員
(生活困窮者自立相談支援機関)

（平成29年９月６日現在）

大阪市社会福祉審議会　地域福祉専門分科会
地域福祉基本計画策定・推進部会　委員名簿
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